
 

 

 
笠置財産区 

令和５年第１回恵那市笠置財産区議会定例会会議録 

 

令和５年３月９日午後４時に令和５年第１回恵那市笠置財産区議会定例会

を笠置コミュニティセンター集会室に招集され会議を開いた。 

その次第は次のとおりである。 

 

 

１．本日の会議に附議した議案は次のとおりである。 

第１ 

第２ 

第３ 

第４ 

 

第５ 

 

諸般の報告 

議事録署名議員の指名 

会期の決定 

議第１号  令和４年度恵那市笠置財産区特別会計歳入歳出補正

予算について 

議第２号  令和５年度恵那市笠置財産区特別会計歳入歳出予算 

     について 

 

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。 

出席議員 

１番  逸見 敏彦   ５番  田本 広和    

２番  林 豊敏    ６番  遠藤 俊文 

３番 樋田 美富   ７番  遠藤 俊英  

４番 安田 利弘   ８番  遠藤 昭平 

                        ９番  樋田 工 

 

 

３．本日の会議に出席した職員及び書記は次のとおりである。 

 

恵那市笠置振興事務所  西尾 央 

恵那市笠置振興事務所  宮地 昭裕 



 

 

 
笠置財産区 

議  長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

定刻となりました。出席議員は９人であり会議は成立しま

す。これより令和５年第１回恵那市笠置財産区議会定例会を

開会いたします。 

日程第１、「諸般の報告」を事務局より行ないます。 

 

３月２日に議長と副議長と事務局が毛呂窪区と植木洞林道

おける今後の管理方法について協議しました。以上です。 

 

 

日程第２、「議事録署名議員の指名」を行ないます。議事

録署名議員は、３番 樋田 美富君、５番 田本 広和君の両

名を指名いたします。 

 

日程第３、「会期の決定」を議題と致します。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日と致し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

 

異議なしと認めます。よって会期は１日間と決定いたしま

す。 

 

日程第４、「議第 1 号 令和４年度恵那市笠置財産区特別会

計歳入歳出補正予算について」を議題と致します。事務局の

説明を求めます。 

 

 

 

 



 

 

 
笠置財産区 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議第１号をご説明いたします。 

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 631 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を 4,736 千円とします。 

詳細な説明に入ります。８ページをお願いします。 

（款）１財産収入（項）１財産運用収入（目）３財産売払収

入において 631 千円を追加した。 

（款）２総務費（項）１総務管理費（目）１一般管理費にお

いて 631 千円を追加した。 

以上です。 

 

説明が終わりました。本件に対する質疑を行います。質疑

はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

討論はありませんので、ただいまから採決を行います。「議

第１号 令和４年度恵那市笠置財産区特別会計歳入歳出補正

予算について」は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

（全員異議なしと認める）  

 

 

 

 



 

 

 
笠置財産区 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。よって議第１号は原案どおり可決さ

れました。 

ここで書類の確認のため５分休憩と致します。 

（５分休憩） 

それでは再開します。 

ここで資料の訂正がございます。認第２号ではなく議第２

号と致しますのでよろしくお願いします。 

 

日程第５、「議第２号 令和５年度恵那市笠置財産区特別会

計歳入歳出予算について」を議題と致します。事務局の説明

を求めます。 

 

 

それでは、議第２号をご説明いたします。（議案を説明する）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,445 千円としま

す。詳細な説明に入ります。16 ページをお願いします。 

 

歳入においては、 

（款）１財産収入（項）１財産運用収入（目）１財産貸付収

入において 3,237 千円。 

（款）１財産収入（項）１財産運用収入（目）２利子および

配当金において 5 千円。 

（款）１財産収入（項）１財産運用収入（目）３財産売払収

入において 1 千円。 

（款）２繰越金（項）１繰越金（目）１繰越金において 1,200

千円。 

（款）３諸収入（項）１預金利子（目）１預金利子において

1 千円。 

（款）３諸収入（項）２雑入（目）１雑入において 1 千円。
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議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

歳出においては、 

（款）１議会費（項）１議会費（目）１議会費において 1,072

千円。 

（款）２総務費（項）１総務管理費（目）１一般管理費にお

いて 1,865 千円。 

（款）２総務費（項）１総務管理費（目）２財産管理費にお

いて 1,408 千円。 

（款）３予備費（項）１予備費（目）１予備費において 100

千円。 

以上です。 

 

 

 

説明が終わりました。本件に対する質疑を行います。質疑

はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

討論はありませんので、ただいまから採決を行います。「議

第２号 令和５年度恵那市笠置財産区特別会計歳入歳出予算

について」は原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

 

（全員異議なしと認める）  



 

 

 
笠置財産区 

議  長 

 

 

議  長 

 

異議なしと認めます。よって議第２号は原案どおり可決さ

れました。 

 

以上で、今期定例会に附議されました議事はすべて終了いた

しました。これをもちまして令和５年第１回恵那市笠置財産

区議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

令和５年３月９日 

 

午後４時 30 分閉会する。 



 

 

 
笠置財産区 

 

議長は議案の審議及び議決事項について、相違ない事を証するため会議録

署名者と共に署名する。 

 

令和５年３月９日 

 

議        長  安田 利弘       

 

 

会議録署名者  ３番議員 樋田 美富  

 

 

会議録署名者  ５番議員 田本 広和  

 


